
提

出

者

金

田

誠

一

平
成
十
三
年
二
月
八
日
提
出

質

問

第

一

五

号

自
衛
隊
が
受
け
入
れ
た
留
学
生
に
対
す
る
秘
密
保
全
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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自
衛
隊
が
受
け
入
れ
た
留
学
生
に
対
す
る
秘
密
保
全
に
関
す
る
質
問
主
意
書

陸
海
空
自
衛
隊
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
幹
部
学
校
に
お
い
て
留
学
生
を
受
け
入
れ
て
い
る
（
『
セ
キ
ュ
リ
タ
リ
ア
ン
』
二
〇

〇
一
年
一
月
号
紹
介
）
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
関
し
て
政
府
の
見
解
を
た
だ
す
た
め
に
以
下
質
問
す
る
。

一

過
去
三
年
間
に
お
い
て
自
衛
隊
の
教
育
課
程
（
「
自
衛
隊
の
統
合
教
育
訓
練
に
関
す
る
訓
令
」
（
昭
和
六
十
一
年
防
衛
庁

訓
令
第
三
十
二
号
）
別
表
、
「
陸
上
自
衛
隊
の
教
育
訓
練
に
関
す
る
訓
令
」
（
昭
和
三
十
八
年
陸
上
自
衛
隊
訓
令
第
十
号
）

別
表
第
一
〜
六
、
「
海
上
自
衛
隊
の
教
育
訓
練
に
関
す
る
訓
令
」
（
昭
和
四
十
二
年
海
上
自
衛
隊
訓
令
第
四
号
）
別
表
第

一
〜
三
、
「
航
空
自
衛
隊
の
教
育
訓
練
に
関
す
る
訓
令
」
（
昭
和
四
十
一
年
航
空
自
衛
隊
訓
令
第
三
号
）
別
表
第
一
〜
六
、

「
防
衛
大
学
校
規
則
」
（
昭
和
三
十
六
年
防
衛
庁
訓
令
第
八
十
一
号
）
別
表
第
二
に
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
。
）

に
お
い
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
留
学
生
が
存
在
す
れ
ば
、
そ
の
課
程
ご
と
に
時
期
・
受
け
入
れ
人
数
・
留
学
生
の
国
籍
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

二

一
に
該
当
す
る
教
育
課
程
に
お
い
て
、
そ
の
教
育
内
容
に
お
い
て
以
下
の
事
項
が
取
り
扱
わ
れ
た
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
の

課
程
と
該
当
す
る
事
項
及
び
そ
れ
を
留
学
生
に
対
し
て
伝
え
た
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
国
家
公
務
員
法
」
第
百
条
で
定
め
る
「
秘
密
」
。

一



�

「
自
衛
隊
法
」
第
五
十
九
条
で
定
め
る
「
秘
密
」
。

�

「
秘
密
保
全
に
関
す
る
訓
令
」
（
昭
和
三
十
三
年
防
衛
庁
訓
令
第
百
二
号
）
第
二
条
で
定
め
る
「
秘
密
」
。

�

「
日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
等
に
伴
う
秘
密
保
護
法
」
第
一
条
第
三
項
で
定
め
る
「
防
衛
秘
密
」
。

�

「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日

本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
」
第
六
条
で
定
め
る
「
合
衆
国
軍
隊
の

機
密
」
。

�

「
取
扱
い
上
の
注
意
を
要
す
る
文
書
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
通
達
）
」
（
防
防
調
一
第
九
四
八
号
）
で
定
め
る
「
取

扱
い
上
の
注
意
を
要
す
る
文
書
等
」
。

三

留
学
生
が
利
用
し
て
い
る
施
設
内
に
お
い
て
、
「
自
衛
隊
法
」
第
五
十
九
条
又
は
「
秘
密
保
全
に
関
す
る
訓
令
」
第
二
条

で
定
め
る
秘
密
等
に
か
か
わ
る
知
識
又
は
文
書
、
図
画
若
し
く
は
物
件
が
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
、
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


